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は　じ　め　に 

 

 

人生 100 年時代を迎え、社会が多様化する中で、各 

人の健康課題も多様化しており、「誰一人取り残さな 

い健康づくり」を推進していくことや、健康上の問題 

で日常生活が制限されることなく生活できる期間を指 

す「健康寿命」の延伸がますます重要になっていま 

す。 

本市では、令和 2 年 3 月に総合計画の基本施策の一 

つである「すこやかに生きる安心のまちづくり」の実現に向けた具体策として「み

どり市健康プラン 21」を 10 年計画で策定し、市民の方々の健康づくりを支え推進し

てまいりました。 

この度、これまでの施策の進捗状況、課題を見据えた中間評価及び見直しを行

い、「第 2 次みどり市健康プラン 21 中間評価」を策定いたしました。 

この計画は、「市民の健康寿命の延伸と健康格差の縮小」を図るため、個人の生活

習慣や健康状態の改善に向けた施策や、健康寿命の延伸に向けての具体的な目標を

定め、市民の健康づくりを支える取組を総合的、効果的に推進していくための指針

となるものです。 

いつまでもすこやかに生きる安心のまちづくりの実現のため、市民の皆様や関係

団体、関係機関の皆様とともに様々な取組を推進してまいりますので、一層の御理

解、御協力をお願いいたします。 

最後に本計画を策定するにあたり、御意見と御支援を賜りました健康づくり推進

協議会委員、検討部会員の方々及びアンケート調査に御協力をいただいた皆様に心

から感謝申し上げます。 

 

令和 7 年 3 月 

みどり市長
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第 1 部　第 1 章　基本的な考え方

第 1部　総　論 

第 1章　基本的な考え方 

 

 

 

 

国は、平成 12 年 3 月に健康づくり運動の基本となる計画「21 世紀における国民健康づくり運動（健

康日本 21）」を策定し、群馬県においても「元気県ぐんま 21」を策定しています。また、、第５次国民健康

づくり対策として、令和６年度からは新たな健康課題や社会背景等を踏まえ、国では「健康日本 21（第

三次）」、群馬県では「元気県ぐんま 21（第 3 次）」がスタートしています。 

群馬県が実施した令和４年度県民幸福度アンケートによると、「健康状況」は、県民が幸福感を判断す

る際に最も重視している項目です。 

市民が幸せを感じながら心身ともに健康な生活を送ることができるよう、「第２次みどり市健康プラ

ン 21 中間評価」を策定し、「健やかに生きる安心のまちづくり」を目指します。 

 

 

 

 

　みどり市の健康寿命（令和３年）は、男性７９．１５歳、女性は８２．４９歳となっています。平均寿命との差

をみると、男性 1.39 歳、女性 3.12 歳となっています。 

　健康寿命とは、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」と定義されてい

ます。生涯を通じて心身ともに健康で質の高い生活を送るためには「健康寿命の延伸」を実現すること

が重要です。 

算出方法：「平成 24 年度厚生労働科学研究費補助金による「健康寿命における将来予測と生活習慣

病対策の費用対効果に関する研究」健康寿命算定プログラムより算出 

 

 

 

 

計画の趣旨

健康寿命の延伸

82.49

79.15

85.61

80.54

74 76 78 80 82 84 86 88

女性

男性

みどり市の平均寿命と健康寿命（令和３年）

平均寿命 健康寿命
歳

3.12歳

1.39 歳

平均寿命と健康寿命の差
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第 1 部　第 1 章　基本的な考え方

 

 

 

「第 2 次みどり市健康プラン 21」（健康増進計画）は、まちづくりの基本となる上位計画である「みど

り市総合計画」に定められた施策を実現するための計画の１つと位置付けます。 

そのため、総合計画との整合性を図る必要が生じた場合は、適宜見直します。 

この計画の中では、令和２年 3 月に策定された「第 2 次みどり市健康プラン 21 」の継続計画として

位置づけています。 

健康づくりを人間の一生涯ととらえ、乳幼児期(0 歳～5 歳)、学齢期（6 歳～15 歳）、青年期（16 歳～

39 歳）、壮年期（40 歳～64歳）、熟年期（65 歳以上）の 5つのライフステージに分類しています。 

内容については、①栄養・食生活、②身体活動・運動、③休養・こころの健康づくり、④喫煙、⑤飲酒、⑥

歯の健康、⑦保健と医療に分類して作成しました。 

また、本計画は、「母子保健計画」「食育推進計画」を兼ねており、国の母子保健計画である「健やか

親子 21」及び県の「元気県ぐんま２１」との整合性も図りながら策定しました。 

※母子保健計画とは 

　効果的な母子保健対策の推進を図るための計画で、「健やか親子 21」の趣旨や目標等を踏まえつつ、

母子保健をめぐる現状・課題・目標等を具体的に記載し、当該計画に沿って、事業を実施していきます。 

※食育推進計画とは 

　国民の健康や食を取り巻く環境の変化、社会のデジタル化など、食育をめぐる状況を踏まえ、①生涯

を通じた心身の健康を支える食育の推進、②持続可能な食を支える食育の推進、③「新たな日常」やデ

ジタル化に対応した食育の推進に重点をおいた取組が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の位置付け
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第 1 部　第 1 章　基本的な考え方

 

さらに、本計画では、国際社会の一員としての責務や、市が継続して発展可能なまちを目指すみどり

市総合計画の取組に沿って、ＳＤＧｓを踏まえて健康づくりを推進していきます。 

※ＳＤＧｓとは 

　Ｓｕｓｔａｉｎabｌe Develoｐmeｎｔ Ｇｏalｓ（持続可能な開発目標）を略したもので、「誰一人取り残さない」を

スローガンに、貧困、環境、社会、人権、教育など、世界が抱える様々な問題の解決を目指した国際的な

目標です。平成２７年の国連サミットで 150 か国を超える加盟国参加のもと全会一致で採択され、令和

12 年度までの国際社会の指針となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・　令和 2 年度から令和 11 年度の 10 年計画です。 

・　令和 6 年度に中間評価を実施し、令和 11 年度に最終評価を行います。 

 

計画の期間
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第 1 部　第 1 章　基本的な考え方

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【検討部会】　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【事務局】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケート実施期間：令和 5年 12 月～令和 6 年 1 月  

 

 

 
対　象 対象数 回　収

回収率 

（％）
調　査　方　法

 
乳幼児（0～3歳）の保護者 357 309 86.6

出産後の乳児訪問及び乳幼児

健診時に実施

 5 歳児の保護者 

（保育園・幼稚園）
296 224 75.7 市内保育園・幼稚園に依頼

 小学 3年生及び保護者 

小学 6年生及び保護者
794 691 87.0 市内小学校に依頼

 
中学 2 年生及び保護者 416 392 94.2 市内中学校に依頼

 
一般住民（16 歳～80歳） 2,000 749 37.5 無作為抽出で対象者に郵送

 
合　　計 3,863 2,365 61.2

計画の体系図

健康・生活アンケート回収状況

み ど り 市 健 康 づ く り 推 進 協 議 会

・ 乳幼児健診時アンケート 

・ 保育園・幼稚園（5歳児アンケート） 

・ 小学 3年生　6年生アンケート 

・ 中学 2年生アンケート 

・ 市民アンケート（16 歳～）

・ 乳幼児検討部会　（0歳～5歳） 

・ 学齢期検討部会　（6歳～15 歳） 

・ 青年期検討部会　（16 歳～39 歳） 

・ 壮年期検討部会　（40 歳～64歳） 

・ 熟年期検討部会　（65 歳以上）
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第 1 部　第 1 章　基本的な考え方

　第 2章　住民を取り巻く概況 

 

 

 

 

人口の推移をみると徐々に減少傾向となっています。世帯数は増加傾向にあり、平成２５年の 1 世帯

あたりの人数は 2.6 人ですが、令和５年は 2.3 人となり、減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜資料 : みどり市市民課＞ 

 

年齢 3 区分の割合を見ると、0～14 歳（年少人口）、15～64 歳（生産年齢人口）は、ともに減少傾向に

あります。また、65歳以上の老年人口は年々増加しており、令和5年は31.1％であり、4.5人に1人が65

歳以上となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜群馬県年齢別人口統計調査＞  

少子高齢化の進展

52,067 51,831 51,773 51,489 51,009 50,526 50,186 50,009 49,600 49,159 48,694

19,684 19,908 20,138 20,411 20,568 20,663 20,831 21,080 21,154 21,243 21,394

0
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図1　総人口と世帯数の推移

総人口 世帯数 1世帯あたりの人数

総人口・世帯数 世帯あたりの人数

人 人

11.2%

11.6%

11.9%

12.1%

12.2%

57.6%
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57.5%

57.7%

58.0%

31.1%

30.8%

30.7%

30.3%

29.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

5年

4年

3年

2年

令和元年

図2　年齢3区分の割合

年少人口 生産年齢人口 老年人口
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第 1 部　第 1 章　基本的な考え方

 

 

 

 

出生数と死亡数の推移をみると、出生数が死亡数を下回り、自然動態は減少傾向にあります。死亡率

は県より低く、国より高くなっています。また、出生率は国より低く、県と同率程度となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜群馬県人口動態統計＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜群馬県人口動態統計＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜群馬県人口動態統計＞  

人口動態

6.2
6.0 

6.3
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6.2
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5.8
5.4

7.0 6.8

6.6
6.3
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5
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7

8
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図5　出生率の比較

みどり市 群馬県 全国
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図4　死亡率の比較
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％

306

299

312 278 255

601 596

649 649
670

200

300

400

500

600

700

令和元年 令和2年 3年 4年 5年

図3　自然動態の推移
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第 1 部　第 1 章　基本的な考え方

 

 

 

 

 

令和 5年の死亡数をみると、第 1位は悪性新生物、第 2位は心疾患、第 3位は老衰となっていまます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜群馬県人口動態統計＞ 

 

 

表 1　みどり市の死因別死亡数（実数） 
（単位：人） 

＜群馬県人口動態統計＞ 

 

 　 令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年

 死亡総数 596 649 649 670

 悪性新生物 159 169 154 164

 心疾患 83 97 96 98

 老衰 53 67 67 88

 脳血管疾患 43 51 44 35

 肺炎 34 29 26 23

 不慮の事故 10 13 19 16

 腎不全 14 13 12 14

 高血圧性疾患 13 5 16 10

 自殺 11 15 7 4

 大動脈瘤及び解離 7 8 5 7

 糖尿病 6 6 8 7

疾病構造の変化

342.8

314.8

338.8

196.7

196.3

202.5

135.9

137

181.8

103.4

90

72.3

58.8

53.2

87.5

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

令和3年

4年

5年

図6　みどり市の人口10万人あたりの死因別死亡数の推移

悪性新生物 心疾患 老衰 脳血管疾患 肺炎

不慮の事故 腎不全 高血圧性疾患 自殺 大動脈瘤及び解離

糖尿病
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第 1 部　第 1 章　基本的な考え方

 

 

 

 

介護認定者は、令和元年度は2,593人でしたが、令和 5年度は 2,649人となっており、増加傾向です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜資料：みどり市介護高齢課＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜資料：みどり市介護高齢課＞ 

 

要介護・要支援護者状況

343 364 364 348 360

344 329 309 323 317

454 504 508 534 519

499 474 466 468 493

408 433 419 413 394

314
363 375 376 358

231
203 191 208 208

0 

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

3,000 
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図7　介護認定者の推移　　（年度末現在）

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

2,593
2,670 2,632 2,670 2,649

人

17.7%

18.0%

17.7%

18.0%

17.9%

17.5%

17.6%

17.7%

17.8%

17.9%

18.0%

18.1%

令和元年度 2年度 3年度 4年度 5年度

図8　65歳以上の認定率の推移　　（年度末現在）
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第 1 部　第 1 章　基本的な考え方

 

 

 

 

みどり市国民健康保険の被保険者数は減少傾向にありますが、令和３年度及び４年度に新型コロナ

ウイルス感染症の影響で医療費が増加したことが推測されます。令和５年度の医療費は、3６億４，３５３

万 9千円となっています。 

また、一人あたりの医療費は増加傾向にあり、令和５年度は３５万９千円となっており年々増加してい

ます。 

 

＜資料：みどり市市民課＞ 

 

 

＜資料：みどり市市民課＞ 

 

3,739,528

3,646,443

3,806,443

3,751,595

3,643,539

11,968
11,762

11,380

10,713
10,141

3,550,000

3,600,000

3,650,000

3,700,000

3,750,000

3,800,000

3,850,000

令和元年度 2年度 3年度 4年度 5年度
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9,500

10,000

10,500

11,000

11,500

12,000

12,500

図9　国民健康保険の医療費と被保険者数の推移

医療費（千円） 被保険者数（人）

千円 人

312

310

334

350

359

280

300

320

340

360

380

令和元年度 2年度 3年度 4年度 5年度

図10　１人あたりの医療費千円

診療状況
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第 1 部　第 1 章　基本的な考え方

 

 

 

 

令和 6 年 4月診療分の国保疾病分類（※）では、総医療費に占める生活習慣病の医療費は 49.1％

であり約半数となっています。生活習慣病の中で診療費の多い疾患は悪性新生物 18.9％、次いで筋・

骨格 8.2％、精神疾患 6.3％となっています。 

※世界保健機関（WHO）が作成した疾病や傷害、死因の統計分類 

 

＜みどり市診療分国保疾病分類別統計＞ 

（医科・歯科の診療報酬明細書による） 

 

＜みどり市令和 6 年 4月診療分国保疾病分類別統計＞ 

（医科・歯科の診療報酬明細書による）

3.11 3.10 2.93 3.14 3.20 

1.60 1.62 1.53 1.55 1.57 

51.2%
52.1% 52.2%

49.4% 49.1%

0.00 

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

6.00 

令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

47.0%

48.0%

49.0%

50.0%

51.0%

52.0%

53.0%

図11　総医療費に占める生活習慣病医療費の年次推移

総医療費 生活習慣病医療費 生活習慣病割合

悪性新生物

18.9%

筋・骨格

8.2%

精神疾患

6.3%

糖尿病6.0%

高脂血症2.8%

脂質異常症1.9%

脳出血1.9%脳梗塞1.5%狭心症1.3%

その他

50.9%

図12　診療費構成割合の疾患別内訳

億円

生活習慣病の医療費

医療費 割合
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